
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年８月１日 １３時４３分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市郷埼付近 

 郷埼灯台から真方位３１５°１３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.９′ 東経１２９°１２.２′） 

事故の概要 漁船勝
しょう

栄
えい

丸は、東進中、また、遊漁船OCEAN
オーシャン

１は、錨泊中、両船が

衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 勝栄丸、５.３トン 

    ＮＳ２－１７２５７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 遊漁船 OCEAN１、４.８トン 

   ２９２－３４１２９長崎、株式会社民宿ＯＣＥＡＮ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  西北西、風力  １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船首浮上による死角が生じた状

態で東進中、船長Ａが、レーダー画面に船の映像が映っていないよう

に見えたので、船首方に他船はいないと思って航行を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、錨泊中、船

長Ｂが、釣り客の釣りの準備を手伝っていたので、至近距離になって

Ａ船に気付いた。 

分析 Ａ船は、船長Ａが、レーダーによる見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、釣り客の釣りの準備を手伝っていて、周囲の見

張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かなかったもの

と考えられる。 

原因 本事故は、船長Ａがレーダーによる見張りを適切に行っておらず、

また、船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船

が衝突したものと考えられる。  


